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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成24年7月5日(2012.7.5)

【公表番号】特表2010-518779(P2010-518779A)
【公表日】平成22年5月27日(2010.5.27)
【年通号数】公開・登録公報2010-021
【出願番号】特願2009-549566(P2009-549566)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  48/08     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  84/12     (2009.01)
   Ｈ０４Ｌ  12/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ３９０　
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ６３０　
   Ｈ０４Ｌ  12/22    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年5月8日(2012.5.8)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　メッセージは、第１ユーザと、第１ユーザのパーソナルネットワークの共有に関連する
第２ユーザとの間で交換することができる。１つの実施形態では、メッセージは、第１ユ
ーザのパーソナルネットワークを共有するための第１ユーザからの招待情報を含む。代替
の実施形態では、メッセージは、第１ユーザのパーソナルネットワークにアクセスするた
め、第２ユーザから第１ユーザへのリクエストを含む。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　次に、パーソナルネットワークを共有するための受入れ指示が受信される。メッセージ
がリクエストである場合、受入れ指示は、第１ユーザのリクエストの受入れを含むことが
できる。メッセージが招待情報である場合、受入れ指示は、第２ユーザの招待の受入れを
含むことができる。受入れられると、双方のユーザのユーザアカウントが、パーソナルネ
ットワークの共有を反映するように更新される。
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